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住宅再建・まちづくり公共インフラ関係
（防潮堤・道路等）

用地取得加速化プログラム（仮称）の概要

【加速化の効果】津波復興拠点
整備事業

災害公営住宅
整備事業

防災集団移転
促進事業

⼟地区画整理
事業

主な事業

○住宅団地の位置等の
変更を柔軟に⾏えるよ
う、届出だけで計画変
更ができる範囲を拡⼤
○国⼟調査の成果の活
⽤や官⺠境界を実測し
た上で⺠地の内訳は登
記簿⾯積で按分するな
どの⼯夫について通知
発出

○仮換地指定の前であっても、
起⼯承諾を得られた箇所から
順次⼯事を実施することが可
能である旨を通知
○所有者不明の場合、通知に
代えて公⽰送達によることが
できる旨を通知（そもそも
個々の地権者の同意は不要）
○地番・区画が公図上明らか
でない⼟地について、施⾏地
区内に存することを確認でき
れば、地図訂正は不要

⇒ 造成工事の早期着手が
可能に事業⼿続の簡素

化・⼯夫等

⇒ 財産管理人の選任申立
てから権限外行為許可
（土地売買の許可等）まで
の期間の大幅短縮へ

⇒事業認定手続の期間短縮
３か月⇒約５０日で完了

用地取得加速化モデルの
知見を共有することで、今
後の防潮堤等の収用手続
が加速化

【これまでの取組】
○事業認定⼿続について
・事業認定⼿続の準備作業の早期
着⼿、前広な情報共有

・⼟地収⽤法上の事前説明会の開
催⽅法の効率化

・事業認定の審査の迅速化
（通常3ヶ⽉→2ヶ⽉以内に）
○収⽤裁決⼿続について
指名委員制度の活⽤や収⽤委員
会事務局の体制強化を通知

○⼟地収⽤に関する実務研修の実施

【復興事業における新た
な特別措置】
○早期の事業認定申請
・復興事業について事業
認定申請⼿続を早期に
⾏うことが可能である
旨通知（3年8割を待た
ずに収⽤⼿続に移⾏）
〇不明裁決の⼿続を起業
者向けに明確化・周知
〇収⽤委員会の裁決⼿続
迅速化に向けた全国の運
⽤事例の調査・共有

【実績】
○⽤地取得加速化モデ
ルにおいて、
・申請書案の早期概成
（県は当初１〜２年
要すると懸念→着⼿
後4ヶ⽉で概成）
・収⽤法の説明会と⽤
地説明会を兼ねて開
催（3ヶ⽉前倒し）
・事業認定の申請から
告⽰まで約50⽇で完
了

所
有
者
等
が
不
明
の
場
合

財産管理制
度の活⽤

（注）◆は裁判所
における取組

⼟地収⽤⼿
続の迅速化

【これまでの取組】
○財産管理⼈の候補者確保等
の協⼒を最⾼裁，⽇弁連，
⽇司連に要請

◆⼿続の簡素化（⾏⽅不明届
等の活⽤）

◆⼿続の迅速化（申⽴書類の
審査から調査嘱託までを短
期間で実施）

○◆⼿続に関するＱ＆Ａモデ
ルの作成

◆裁判所の態勢の整備

【実績】
◆財産管理⼈の
候補者の確保
（岩⼿93名、宮
城167名）
※25年6⽉段階
○◆家裁・復興
局の連携による
市町村訪問

【復興事業における新たな特別措置】
◆財産管理⼈の候補者の拡⼤(岩⼿157名、宮城255名、福島69名)(福島につきさらに75名を確保予定)
→不⾜が⾒込まれる時は、3県以外の弁護⼠会、司法書⼠会からも候補者を確保
◆仙台、福島及び盛岡の各家裁から管内全⾃治体に対し、Ｑ＆Ａを送付
◆⼿続の迅速化等
・震災復興事案における⾃治体申⽴てについては，従来の住所地ではなく不動産の所在地の家庭裁判所で
の申⽴てや，買取対象不動産のみを記載した財産⽬録の提出等，申⽴てや提出書類等の点において，より
柔軟に対応
・選任申⽴てから選任までの期間（必要な書類が揃っているなどの場合）：1ヶ⽉程度→1〜２週間程度
・権限外⾏為許可（⼟地売買の許可等）の申⽴てから許可までの期間（必要な書類が揃っているなどの場
合）：3週間程度→1週間程度

【選任状況】
・25年4⽉以降18件選任（平成25年9⽉20⽇時点。復興関連のものに限る。）

⇒ 復興庁ほか関係省庁、
家裁、県司法書士会等の
関係者が一丸となって支
援、具体の課題を解決

【これまでの取組】
○関係省庁等からなる実務⽀援チームによる⽀援
・⽤地事務の外注促進
（東北地整局の事例紹介、補償コンサルタントのリスト提供等）

○財産管理制度、相続等についての出張勉強会（家裁、司法書⼠会と連携）の
開催

○証明書等の公⽤請求の迅速化（総務省、法務省から全国の⾃治体等へ協⼒要請）
○国から司法書⼠会、補償コンサルタント協会等への調査の協⼒依頼
○所有者の調査を委託する調査費に復興交付⾦を充てることができる旨を通知

【実績】
○のべ33市町村を訪問。
○岩⼿県において、モデルケース
（⽤地取得加速化モデル）を選定し、
課題解決に取り組む
○新たに１町が補償コンサルタント
に⽤地取得⽀援関連業務を外注した
ほか、６市町が権利者調査等の補償
コンサルタント、司法書⼠への外注
を検討、着⼿。

【復興事業における新たな特別措
置】
○相続や共有などにより権利者が
多数の⽤地の処理⽅法の周知
○市町村ごとに担当者を決め、定
期的に訪問するとともに、要望に
応じて個別にきめ細かく⽀援
○特に⽤地取得業務の外注を強く
推進

⾃治体の⽤地事
務⽀援（ノウハ
ウの提供）

※50⼾未満の災害公営住宅事業、防災集団移転
促進事業、⼟地区画整理事業は収⽤事業の対象外

⽤地買収を前提としない
⼟地区画整理事業につい
ては、⼟地所有者が不明
の場合でも仮換地指定等
の法定⼿続を⾏うことが
可能であり、個々の⼟地
所有者の同意は不要。
なお、⾃治体が公共⽤地
を先⾏買収する場合に、
不明者がいれば、左記の
スキームの活⽤が可能。

⇒収用委員会の裁決手続迅
速化に向けた全国の運用事
例の調査・共有

全体で半年以上かかるとの自
治体の懸念
→ 裁判所の審理は最短３週間
程度でも可能

2



用地取得加速化プログラムの内容①（自治体の用地事務支援）

⽤地取得事務の流れ

権利者調査
（共有、相続により権利者が多
数の場合等）

所有者等
が不明

財産管理制度
の活用

【用地取得事務全般の支援】
〇関係省庁等からなる実務支援チームによる支援
・市町村ごとに担当者を決めて定期的に訪問するとともに、要
望に応じて個別にきめ細かく支援。特に用地取得業務の外注
を強く推進

・自治体の用地職員の研修・勉強会の実施所有者

加速化プログラムの具体的内容

用地交渉
へ

土地収用制度
の活用

６市町が
権利者調
査等の外
注を検討、
着手

【証明書等の公用請求の対応の迅速化】
〇全国の自治体において、被災地の復興事業に係る戸籍の
記録事項証明書、住民票の写し等の処理を迅速化

【自治体のニーズに応じた外注の推進】
〇権利者調査の外注、補償説明の外注、用地交渉までの外
注など自治体のニーズに応じた外注（それぞれの場合の仕
様書・積算基準、外注事例を提供。また、外注先となる補償

コンサルタントのリストを個々の業者の業務分野も含めて提
供）

〇防災集団移転促進事業等において調査を委託する場合、
復興交付金を充当

〇国交省から日本補償コンサルタント協会へ、法務省から日
本司法書士会連合会へ協力依頼

【難しい用地取得案件の支援】
○相続や共有などにより権利者が多数の用地の処理方法の
周知

１町が用
地取得支
援業務等
を外注

外注実績
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実務支援チームの取組の強化

１．現在の主な対応状況

（加速化措置の内容）
復興庁、関係省庁等からなる実務支援チームによる市町村の用地事務の支援(25年3月より始動)

〇津波被災市町村が抱える課題の解決を支援
◆平成２５年３月以降、復興庁、関係省庁等が連携し、
津波被災市町村の用地担当者が直面する課題の相談にの
り、市町村の担当者と共にその解決に取り組んでいる。
◆被災三県のべ３３市町村を訪問。

〇用地業務の外注促進
⇒東北地方整備局の協力を得て市町村に用地交渉業務

や権利者調査の外注事例を紹介
例）１町が新たに用地取得支援業務を外注

○財産管理制度の活用
⇒仙台家裁の協力を得て円滑な申立て

例）１市が申立て、用地取得を完了するなど、活用
されだす。

○相続等について勉強したい
⇒宮城県、福島県の司法書士会の協力を得て、市役

所・役場を訪問し職員勉強会を開催
○東北地方整備局の協力を得て地権者が海外にいる場合

の参考事例等を提供
〇復興事業に係る証明書等の公用請求の迅速化を支援す

べく、復興庁から要請し、総務省、法務省が連携して
全国の自治体等に協力依頼（通知発出）

２．課題と今後予定している主な施策

【主な取組実績】

〇実務支援チームの取組の強化
◆実務支援チームの取組を更に強化し、用地取得
の加速化を支援する。
◆具体的には、
・市町村ごとの担当者を決め、定期的に訪問する
とともに、要望に応じて、個別にきめ細かく支援。
・特に用地取得業務の外注を強く推進。

【今後の主な取組】

〇用地業務の外注促進
⇒市町村の用地取得の業務の実態やニーズに

応じた外注ができるよう支援。
○財産管理制度の活用

⇒家裁の協力を得てきめ細かく支援。
○外部専門家との連携

⇒岩手県の司法書士会の協力に加え、復興
局、家裁、地方法務局が連携して、市役
所・役場を訪問し職員勉強会を開催予定

○難しい用地取得案件の支援
⇒相続や共有により所有者が多数の土地など、

難しい用地取得案件について、実務支援
チームが市町村を訪問し、国のノウハウを
提供、きめ細かく支援。
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相続や共有により多数の権利者がいる場合の処理方法

相続人調査に人手・時間がかか
る（相続登記未了のもの。相続人
の存在が不明の場合もある。）。

相続人・共有者所在調査に人手・
時間がかかる（所在不明の場合
もある。）。

権利者との交渉に人手・時間が
かかる（遠隔地所在の場合もあ
る。）。

相続人間の遺産分割協議がすす
まない（応じない者がいる。）。

○権利者調査の補償コンサル・司法書士への外注

○相続人の存在の不明時は相続財産管理制度の活
用（申立て）

○相続人等の所在不明時は不在者財産管理制度の
活用（申立て）

○収用適格事業については、土地収用制度の活用
も可能

○交渉業務の補償コンサルへの外注（取得用地単
位での外注も活用）

○当該用地のみの遺産分割協議も可
○調停、審判

※財産管理人が選任されている場合には、財産管理人が遺産分割
の審判を裁判所に申立て可（権限外許可を得て、遺産分割の調
停を成立させることも可）

○所在調査の補償コンサル・司法書士への外注
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用地取得加速化プログラムの内容②（財産管理制度）

⼿続の流れ

財産管理人の選任の
申立て準備

選任の審判

権限外行為許可（土地
売買の許可）の審判

○最高裁事務総局、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会に対し、
財産管理制度の円滑な活用に向けた協力を依頼

加速化プログラムの具体的内容

【家庭裁判所における手続の簡素化・迅速化等】
◆震災による所在不明の場合、行方不明者届等を活用

◆震災復興事案における自治体申立てについては，従来の住所地ではな
く不動産の所在地の家庭裁判所での申立てや，買取対象不動産のみを記
載した財産目録の提出等，申立てや提出書類等の点において，より柔軟
に対応
◆申立書類の審査から調査嘱託までを短期間で実施

（注）◆は，裁判所における取組であり、法務省が最高裁事務総局から聴取し
たもの

２５年４月以降、２２件申
立て（９月２０日時点）

※仙台、福島、盛岡の
各家裁の復興関連のも
の

権限外行為許可（土地
売買の許可）の申立て

財産管理人の選任の
申立て

自治体と財産管理人との間で
土地の売買契約（売買代金は
財産管理人が管理）

※必要な書類が揃って
いるなどの場合

１か月程度
↓

１～２週間程度

※必要な書類が揃って
いるなどの場合

３週間程度
↓

１週間程度

【家庭裁判所による周知・相談】
◆仙台、福島及び盛岡の各家裁から管内全自治体に対し、
・相談窓口を周知
・復興事業における財産管理制度の利用に関するＱ＆Ａを送付

◆被災自治体の要請に応じて、自治体を個別訪問

【財産管理人の候補者の確保・拡充】
◆弁護士会、司法書士会に依頼し、候補者を確保

岩手県１５７名、宮城県２５５名、福島県６９名（福島につき更に７５名を確
保予定）

○復興局において継続的に財産管理人の需要を事前に把握
○需要ひっ迫時に備え、他県の弁護士、司法書士の応援を要請

【家庭裁判所における態勢整備】

◆震災関連事件対応のため書記官等約２５名を増配置、震災対応窓口の
設置等の態勢面の整備

財産管理人選任の申立て
があった２２件について，
取下げ（３件）、選任手続
中（１件）のものを除き、全
て選任済み。

6



用地取得加速化プログラムの内容③（土地収用制度）

⼿続の流れ

事業認定の申請準備
・事業認定申請書の作成
・説明会の開催

事業認定申請

収用裁決の申請準備

収用裁決申請

補償金の支払い
権利取得・明渡し

〇説明会の開催方法の効率化（用地説明会と兼ねて開
催）

加速化措置

〇復興事業の早期事業認定申請（3年8割（※１）を待たず
に収用手続に移行）

〇収用手続迅速化に向けた全国の運用事例の調査・共有
〇指名委員制度（※２）の活用
〇事務局体制の強化を周知
〇所有者不明の土地に関する不明裁決（※３）の活用

県は１～２年を要すると
懸念⇒申請書類を約4か
月で概成。

※１ ３年８割ルール：事業認定の申請は、当該事業の完成期限等を見込んだ

適切な時期に行うこととし、原則として、一の事業認定申請単位における用地
取得率が80％となった時、又は用地幅杭の打設から3年を経た時のいずれか
早い時期を経過した時までに、収用手続きに移行するものとしたもの。

※２指名委員制度：審理又は調査の一部を委任し、一部の委員による審理進
行を可能とする制度。

※３不明裁決：土地所有者等の氏名又は住所を確知できない場合に、当該事
項を不明としたまま行う収用委員会の裁決。

⽤地取得加速化
モデルでの実績

（岩手県の釜石市内鵜住居
・片岸海岸における防潮堤
事業）

事業認定告示通常３か月⇒約５０日で
事業認定告示

収用裁決（各県の収用委員会）

今後、県の収用委員
会において迅速化に
向けて取組み

〇事業認定庁（県事業の場合は国交大臣）と前広に情
報共有、早い段階からの相談。

当初の予定より説明会

開催を３か月前倒し

〇被災状況等を踏まえた柔軟な審査
土地収用法上の努力義務である３か月を２か月以内に短縮

〇所有者が不明の場合の不明裁決の手続を起業者向け
に明確化

〇県収用委員会との前広な情報共有

早期の事業認定申請

（用地幅杭打設前から申請
準備に着手）
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加速状況の見える化（加速化の支援）

取組① 進捗状況の見える化
～「見える化」により復興への希望を示して加速化を支援～
・見える化のワンストップ（復興庁ホームページ）
・「つちおと情報館」の運用開始
・「まるふくマーク」の共通利用

取組② 加速化措置の見える化
～加速化措置の周知徹底を図り、活用を推進し、加速化を支援～
・「加速化措置一覧表」の公表（復興庁ホームページ）
（関係通知及び施策の周知）

復興の加速化に向けては、住宅再建・復興まちづくりの加速化措置
とあわせ、現地の住宅や公共インフラの推進状況を分かり易く見せ、
見通しを示すとともに、情報を共有化する「見える化」が重要。
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取組① 進捗状況の見える化（見える化のワンストップ）
 復興庁ホームページにおいて復旧・復興の進捗状況に係る国、県、市町村等の情報をワ

ンストップで見せる取り組みを実施

［ここで見える復旧・復興状況（ポータルページ）］

［医療・福祉・教育の復旧・復興情報］

医療・福祉の復旧・復興状況

学校施設の復旧・復興状況 等

［住宅・公共インフラの復旧・復興情報］

国による事業計画と工程表・指標

県・市町村による工程表・指標

除染に関する情報（５月２８日開始）

住まいの復興工程表

最近の着工式・完工式一覧

復興まちづくり事業カルテ

復興アルバム（定点観測写真）（５月２８日開始）

 つちおと情報館 （９月２７日開始）

［産業・生業の復旧・復興情報］

被災地の水産業、農林業、商工業・観光業の

情報の復旧・復興情報

復興特区制度の活用状況

被災地域の雇用の状況 等

［地域からの復興情報］

各市町村の復興計画、復興推進計画

現地からの復興だより 等

［まるふくマーク］
（９月２７日関係機関との共通利用を公表）

「まるふくマーク」とは

「まるふくマーク」の取組にご賛同下さい 等

○平成２５年３月２９日開始 ○平成２５年５月２８日開始
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［つちおと情報館の画面イメージ（災害公営住宅事業の例）］

つちおと情報館［宮城県］

・事業概要：
田子西土地区画整理組合施行で面積16.3haの地域

に整備した災害公営住宅。
南側は国道４号バイパスに接続する都市計画道路定

禅寺通上田子線に接し、東側は仙台港及び仙台東部
道路へ連絡する都市計画道路（幅員16ｍ～17ｍ）、
鶴ヶ谷仙台港線に接する主要幹線の交差する位置に
あり、ＪＲ仙石線「福田町駅」まで約１㎞の交通利便性
の高い地区。
地区の南側を商業用地とし店舗等の誘致を予定、北

側街区に中庭を中心に中層住棟を配置し、屋上に太
陽光パネルを設置するほか、太陽光発電用の蓄電池
等を備える「エネルギーセンター」を建設予定。また地
区内に障害児親子通園施設を併設する災害公営住宅
事業。

・事業主体：仙台市
・造成予定戸数：176戸
・完工予定：2015年3月
・工程表（住まいの復興工程表）
・事業範囲（地図情報）

田子西地区 （たごにしちく）

復興アルバム（定点観測写真）「田子西地区」

 「つちおと情報館」では、復興の加速化に向けて、個々に存在していた住宅・公共インフラ
に係る事業概要、定点観測写真、工程表、地図情報、関連する詳細情報などをまとめて、
視覚的に分かり易く提供

□ポイント２：

住宅再建等の事業概要
は、各地区のまちづくり
のコンセプトや住まいの
工夫などを居住者の目
線で出来る限り記載

□ポイント３：
１４事業、１３１箇所を掲載

□ポイント１：

「事業概要」、定点観測
写真を掲載する「復興ア
ルバム」、「工程表」や、
「地図情報」などの関連
情報を、事業地区毎に
一元的に見られるように
まとめた。

［つちおと情報館の３つのポイント］

取組① 進捗状況の見える化（つちおと情報館（１））

クリック⇒次ページ①へ

クリック⇒次ページ②へ

クリック⇒次ページ③へ
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①復興アルバム（定点観測写真）

• 岩手県・宮城県・福島県の被災３県
において、災害公営住宅の建設や
防災集団移転促進事業等が進めら
れている地区の定点観測写真を掲
載

②住まいの復興工程表

• 被災者が一日も早く住まいのめどを
立てられるように住宅再建・復興ま
ちづくりの加速化に取り組み、住宅・
宅地の整備に関する工程や戸数の
年度別目標を明示する「住まいの復
興工程表」を作成

③事業範囲（地図情報）

• 復興まちづくり事業の本格化に合わ
せ、各事業の調整を図り，被災者の
方々が復旧・復興事業の計画を把
握できるよう、「復興まちづくり事業カ
ルテ」を作成

［画面イメージ］ ［画面イメージ］ ［画面イメージ］

 「つちおと情報館」では、定点観測写真を掲載する「復興アルバム」、「工程表」や、「地図情報」などの
関連情報を、事業地区毎に一元的に見られるようまとめている。

※現在、宮城県のみ作成

取組① 進捗状況の見える化（つちおと情報館（２））

復興アルバム（定点観測写真）「田子西地区」
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・ 「まるふくマーク」をクリックしていくことで、目的の「復旧・復興の進捗情報に容易にたどり着くことができる

［復興庁ホームページでの 「まるふくマーク」掲載イメージ］

［賛同機関一覧： ４７機関（平成２５年９月２７日現在）］

国土交通省東北地方整備局、農林水産省東北農政局、独立行政法人都市再生機構、岩手県、宮城
県、福島県、並びに東北３県における一部の市町村

 「復旧・復興の進捗情報」の充実に加え、それらの情報まで導く「まるふくマーク」を復興庁
のみならず、被災３県の県・市町村や、国の関係機関等においても共通の目印として利用

 これにより、何処の機関のホームページでも、進捗情報を埋没させず、容易に見られるよう
になる。

取組① 進捗状況の見える化（まるふくマーク）

進捗情報なら を クリック！

12



① 参考資料へのリンク
各省庁の加速化措置に係る資料にリンク
（復興庁で集約）

③各省庁で公表してい
るＨＰへのリンク
（リンク先は各省庁管理）

例）
http://www.reconstructio
n.go.jp/topics/post_162.h
tml

② 通知文書への
リンク
加速化措置に係る
通知文書へのリンク
（復興庁で集約）

これまでの加速化措置を効果的に実現するためには関係者への周知徹底が重要であることか ら、
各省庁における現在の周知状況（通知文書やＨＰでの公表など）について、復興庁ホームページに
集約し、ワンストップで見られるよう公表。

取組② 加速化措置の見える化（加速化措置一覧表）

【 イメージ 】
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住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース 

（第5回会合） 
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平成 25 年 10 月 1 日 
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被災自治体への人的支援

１．現在の主な対応状況 ２．課題と今後の取組

① 全国の自治体からの更なる職員派遣
② 任期付職員等の採用支援
③ 公務員ＯＢ、民間実務経験者等の採用のための新たな取組

２．被災自治体における任期付職員の採用の支援

３．全国の市区町村ＯＢ職員の活用【ＯＢ情報システムの構築】

４．民間企業等の人材の活用の促進

・任期付職員採用に必要な条例の制定や被災市町村における採用の
ほか、県による採用・県下市町村への派遣等について助言＜24.2.24総行
公第15号＞

・全国市長会・全国町村会の協力を得て、被災市町村で働く意欲のある
市区町村のＯＢ職員等の情報をリスト化して被災市町村へ提供するシ
ステムを構築＜24.11.30総行公第97号＞

・被災自治体からの要望を受け、民間企業や自治体の第三セク
ター等（土地開発公社等の地方三公社、財団法人等）の従業員
を在籍したまま被災自治体が受け入れる仕組みを整備＜25.3.1
総行公第20号＞
・経済・業界団体（経団連、日商、同友会等）を通じて民間企業
に周知・要請＜25.3.8総行公第23号＞
・H25.8.19日本補償コンサルタント協会と大槌町との間で用地取
得に係る委託契約を締結
・自治体の第三セクター等（土地開発公社等の地方三公社、財
団法人等）の職員の活用を図るため、各地方公共団体に対して
協力を要請。＜25.3.27総行公第29・30号＞

○総務省スキームにおける被災市町村からの人材確保の要請数
（H25年度）＜総務省ＨＰで公表＞ 充足数との差：（８０５人→）２５２人

※凡例：（H25.2.12現在→）H25.8.1現在

【総務省における被災市町村への支援】

《現役職員の派遣決定数》
（４７５人→）８８１人

《任期付職員の派遣決定数》
（約４０人→）３２人

《採用人数》
（約１４０人→）２２６人

《リスト登録人数》
（１８２人→）１９９人

※採用人数 （０人→）３９人

１．全国の市区町村への更なる職員派遣の要請

【新藤総務大臣による要請】
（H25.4.23）日本経済団体連合会 米倉会長
（H25.5.10）日本商工会議所 岡村会頭
（H25.5.13）経済同友会 長谷川代表幹事
（H25.5.27）日本補償コンサルタント協会 吉田会長
（H25.6.20）全国建設業協会 淺沼会長
（H25.6.27）建設コンサルタンツ協会 大島会長
（H25.7.9） 全国測量設計業協会連合会 本島会長
（H25.7.22）日本建設業連合会 中村会長

【１．について】
・引き続き、現役職員の派遣のほ
か、任期付職員の採用・派遣につ
いて要請

【２．について】
・被災自治体が行う任期付職員の
採用について、復興庁と協力して
広報を実施
・今後、更に200人程度の任期付
職員を採用又は採用・派遣予定

【３．について】
・被災市町村の採用状況を見なが
ら、更なる掘り起こしを行う

○全国の自治体から被災自治体（県及び市町村）へ派遣されている地方公務員は約2,060人。
（うち市町村分 約1,420人、うち県分 約640人）（H25.5.14現在）＜総務省ＨＰで公表＞

【４．について】
・引き続き、民間企業へ人的支援
の周知・要請を行う

・現在、総務省で問い合わせを受
けている民間企業へ人的支援の
働きかけを行う
・10月1日大日本住友製薬（株）か
ら石巻市へ2名の従業員を派遣

（1,490人→）1,447人

○依然として252人の要請が
あることから、引き続き、人
的支援の取組を推進
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住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース 

（第5回会合） 

 

 

法務省 説明資料 

 

 

 

平成 25 年 10 月 1 日 
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財産管理制度の円滑な活用に向けた取組

法務省民事局から最高裁判所事務総局，日本弁護士連合会，日本司法書士会連合会
に対し，財産管理制度の円滑な活用につき協力を依頼

法務省民事局の取組

運用状況に対する認識

【迅速な審判】
・ 選任申立てから選任までの期間

1か月程度→1～２週間程度に短縮
・ 権限外行為の許可申立てから許可ま
での期間

3週間程度→1週間程度に短縮
（※申立時に必要な書類が揃っていることなどが前提）

【管理人候補者の拡大】
地域の弁護士会，司法書士会に対する
管理人候補者の推薦依頼により，候補
者を拡大
・宮城県 弁護士167名 司法書士88名
・岩手県 弁護士63名 司法書士94名
・福島県 弁護士69名 司法書士75名
（※平成２５年９月２0日時点の人数。福島県の司法書士

は確保予定人数）

裁判所の取組（法務省民事局において最高裁判所事務総局から聴取したもの）

【運用上の工夫】
復興事案に係る自治体申立てについて
・ 不在者の従来の住所地ではなく買
取対象不動産の所在地の家庭裁判
所への申立て

・ 買取対象不動産のみを記載した財
産目録の提出

をより広く許容するなど柔軟に対応
⇒ 申立人の負担の軽減

【自治体への周知】
・ 仙台、福島及び盛岡の各家裁から管
内全自治体へＱ＆Ａを送付

・ Ｑ＆Ａは各家裁のＨＰでも公開
・ 家裁・復興局が連携し，自治体に対
して財産管理制度の説明会を実施

⇒ 自治体による円滑な申立てが可能
に

関係機関との連携

手続の迅速化・円滑化

【財産管理人の選任状況】
財産管理人の選任申立ては22件
うち，取下げ3件，選任手続中1件の

ほか，全て選任済み。
（※平成２５年４月1日以降9月20日までに申し立て

られた復興関連のものに限る。）

・ 現状は，財産管理制度の運用に
ついて特段の問題は生じていないも
のと認識。
・ 引き続き，現在の取組を続けなが
ら状況を注視し，課題が生じた場合
には適切に対応する予定。
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住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース 

（第5回会合） 

 

 

文化庁 説明資料 

 

 

 

平成 25 年 10 月 1 日 
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埋蔵文化財発掘調査の簡素化・迅速化

１．現在の主な対応状況

（１）発掘調査の迅速化

・従前調査による知見に基づき試掘調査を
不要とすることなどを通知（23年4月、25年2月）

・民間組織活用（福島県と広野町の事業で導入実施（25年
4月）。さらに釜石市、石巻市等で説明会を開催（25年4月、5月）

・防災集団移転促進事業の大臣同意前に
発掘調査が可能であることを通知（25年3月）
（通知を踏まえ、大槌町と浪江町では大臣同意前から
発掘調査の調整に着手）

（２）発掘調査体制の充実

・全国から発掘担当者を派遣（32名（24年10月）
→60名体制（25年4月）へ拡充）
＊24年度派遣職員・派遣元自治体に感謝状（25年5月)
＊派遣職員の心身の健康管理の徹底を促す事務連絡の発出
(25年7月)

（３）発掘調査費用の確保

・「復興交付金」による発掘調査費用を確保
（26億円（25年6月まで））

２．課題と今後予定している主な施策

（１）発掘調査の迅速化

・被災地の各地の状況をきめ細かく
フォローし、迅速化を支援する

・民間組織の更なる活用を促進する
（民間活用に知見のある職員の短
期派遣等）

・民間組織を導入するための仕様書
を被災三県において作成する

（２）発掘調査体制の充実

・平成26年度も引き続き派遣職員の
確保に努める
＊派遣職員の心身の健康管理の徹底
＊本年10月からさらに9名の追加派遣を決定

（加速化措置の内容）

（１）発掘調査の迅速化 （２）発掘調査体制の充実 （３）発掘調査費用の確保
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住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース 

（第5回会合） 

 

 

国土交通省 説明資料 

 

 

 

平成 25 年 10 月 1 日 
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復興まちづくりの加速化措置

○以下について、通知するとともに関係会議において周知を
徹底

○事業計画手続きの更なる簡素化及び防災集団移転促進
事業跡地利用の促進の観点から、以下について通知

•土地区画整理事業における起工承諾による工事着手、
公示送達制度の適切な運用等による円滑な事業進捗
を図るための方策について通知（H25.3.11）

【起工承諾： 実績 ２４地区】

•防災集団移転促進事業において、土地所有者の同意
により、大臣同意前に埋蔵文化材調査が可能であり、
当該調査に復興交付金が充てることができる旨を通知
（H25.3.15）

•防災集団移転促進事業において、土地取得困難地が
ある場合等に、事業計画の柔軟な変更を可能とするた
め、軽微な変更の範囲を拡大した旨を通知
（H25.3.27）

【実績 ９３地区】

•不明地権者の調査における司法書士等の活用及び
当該調査に復興交付金を充てることができる旨と、復
興まちづくり事業の早期進捗の観点からの適切な入札
契約方式の選択について通知（H25.4.3）

【司法書士、補償コンサルタント等への委託：実績 ２０市町村】
【うち不明地権者調査に係る委託：実績 ３市町村】

※防災集団移転促進事業を実施している２４市町村における実績

※【】内は８月末時点での地方公共団体ｱﾝｹｰﾄによる実績

１．これまでの加速化措置の主な対応状況 ２．加速化措置（第３弾）

•事業計画の軽微な変更について、事業費の20％以上

の増額となる場合も土地の価格上昇に伴う事業費の増
額分を除き取り扱うことを可能とするなど、事業計画の
変更手続きを簡素化した旨を通知（H25.9 .26）

•土砂や資材置き場の確保などの復興ニーズに対応し、
防災集団移転促進事業により取得した土地について、
譲渡や交換が可能である旨をガイダンスにおいて明
確化し、その旨を通知。（H25.9.26）

•土地区画整理事業について事業化の段階に達して
ない地区において、法手続きの短縮措置の活用や
起工承諾の活用、所有者不明の土地における公示
送達の適切な運用の周知により、引き続き早期工事
着手、事業の円滑な進捗を図っていく。また、取組事
例を公表・周知する予定。

•国、県、UR、補償コンサルタント等が連携し、補償

コンサルタントの活用等による土地取得の円滑化を
支援するとともに、工夫事例等について被災自治体
に情報提供を予定。
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防災集団移転促進事業により取得した土地の譲渡・交換に係るガイダンスの明確化について

○土砂や資材置き場の確保などの復興ニーズに対応し、防災集団移転促進事業により取得し

た土地について、譲渡や交換が可能である旨をガイダンスにおいて明確化し、その旨を通知。
（平成25年9月26日）

背景

○土置き場の確保や跡地利用の促進の観点から、防災集団移転促進事業跡地について、土地の集
約などに関する要望がある。

○これまで、防災集団移転促進事業跡地は、土地の集約化は想定していなかったことから、譲渡、交
換等については制限的に運用。

ガイダンスの明確化

東日本大震災の被災地における市街地整備事業の運用について
（ガイダンス）の一部改正について（平成２５年９月２６日） 概要

◆防集跡地は、公共施設用地や産業用地の確保、土地造成に係る発生土や資機材置き場の確保な

ど、地域の実情に応じて、計画的に土地の譲渡、交換、集約などを行い、跡地の利用を促進していく
ことが重要。

◆これまで、譲渡、交換等について制限的に運用してきたのは、土地取得時点で他の主体に当該土
地の取得意向がなく、移転を促進する上で当該地方公共団体による土地取得が不可欠であることを
確認する趣旨。

◆但し、地方公共団体が土地を取得した後に、復興の進捗に応じて当該土地の譲渡や交換の希望が
生じ、計画的な跡地利用を促進する観点から当該譲渡又は交換を行うことが必要となった場合には、
譲渡・交換は可能。

◆この場合、譲渡又は交換を行う前に、当該土地を災害危険区域に指定し、その土地の取得に係る
事業の額の確定後、財産処分の手続を行う必要がある。
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復興庁資料：所有者不明土地等取得加速化プログラム参考資料
防災集団移転促進事業における事業計画変更の簡素化・用地取得における境界確定について

防災集団移転促進事業は、比較的容易に事業計画の変更が可能な事業。
この特性を活かし、住宅団地の用地取得が難しい場合には、取得可能な場所へ住宅団地を柔軟に変更することで、事業の加速化を実現。

○防集事業は道路等と異なり、特定の土地の取得が必須でない。
事業の早期進捗を図るためには、移転住民や地権者との合意形成の過程で、柔軟に計画変更することが重要。

変更前 変更後
追加買収地

買収困難地

○このような柔軟な計画変更を支援し、地方公共団体の事務軽減を図るため、
「直近の国土交通大臣が同意した集団移転促進事業計画の補助対象事業費
の合計額の２０％未満の変更」を軽微な変更の対象とする旨を地方公共団体
に通知。（H25.3.27）

○補助対象事業費の合計額の２０％以上の変更についても、土地の価格上昇
にともなう事業費の増額分を除き取り扱うことを可能とするなど、事業計画の
の軽微な変更の運用について地方公共団体に通知。（H25.9.26）

※軽微な変更は届出で足りる事になり、変更に要する時間と作業が大幅に
削減される

防災集団移転促進事業における用地取得においては、事業主体の判断により、
・国土調査の成果の活用
・官民境界を実測した上でその中の民地の内訳を登記簿面積で按分等の手法をもちいて実測に代えることができる。

（ただし、以下の点について留意が必要）

＜東松島市矢本西団地の事例＞

事業計画変更の簡素化

用地取得における境界確定

○関係者間の合意
事業主体は、実測に代わり国土調査等の成果を活用し、各者の地積を確定することについて、
公共用地の管理者（国、県、市町村）や民地の地権者間での合意をとること。

○分筆する場合の取り扱い
分筆については、登記制度上、実測しなければならないこと。

○取得土地と隣接土地との境界確定について
取得しない移転促進区域外の隣接した土地との境界については、
立ち会い等により境界を確定させる必要があること。

○その他留意事項
課税台帳等の記録を考慮すること。
実測を行わずに地積を確定させることについて、妥当性を整理すること。25



土地所有者等不明の場合の収用裁決手続について

○起業者は、作成した土地・物件調書等により収用委員会に裁決を申請（明渡裁
決の申立ても同時に行われることが多い）。

○収用委員会は、市町村長に申請書等の写しを送付し、土地所有者等に通知。
市町村長は、収用地の所在等を公告し、申請書等の写しを２週間縦覧。

○土地所有者等は、収用委員会に対し意見書を提出。

○起業者は、申請前に、収用対象となる土地・物件の内容、権利関係等について
調査し、土地所有者等の立会い・署名押印を求め、土地・物件調書を作成。

○収用委員会は、裁決手続の開始を決定し、その旨登記（相続等の場合を除き、
当該登記後に土地について権利を承継した者は、起業者に対抗できない）。

○起業者及び土地所有者等による口頭での意見陳述。鑑定、現地調査等の申立
てが可能。

○審理は原則として公開し、必要に応じて複数回開催。

○収用委員会は、申立てが相当であるとき等に、現地の土地・物件の調査や不動
産鑑定士等による鑑定を実施。

○収用委員会は、権利取得裁決及び明渡裁決により、補償額、権利取得・明渡し
等の時期を決定。

○裁決された期限までに、起業者は補償金を支払い、土地所有者等は土地を引
渡し、物件を移転。

裁決申請書等の作成
（起業者）

裁決の申請
（起業者→収用委員会）

裁決手続開始の決定・登記
（収用委員会）

審理
（収用委員会・起業者・土地所有者等）

補償金の支払い（起業者→土地所有者等）

権利取得・明渡し（土地所有者等→起業者）

裁決申請書の公告・縦覧
（２週間）

権利取得・明渡裁決
（収用委員会）

現地調査・
鑑定

○起業者が過失なくて知ることができない土地
所有者等について申請書類に記載不要。

○申請書の添付書類に記載されていない上記
の土地所有者等への通知不要。

○土地所有者等不明の場合、土地・物件調書
の作成につき、市町村職員による立会い、署
名押印が可能。

○土地所有者等不明の場合でも審理の進行
が可能。

○土地の境界争い、所有者不明等により土地
所有者等を確知できないときは、不明として
裁決することができる。

○不明裁決の場合等には、起業者は補償金を
供託できる。

○土地等の調査の結果、土地所有者や相続人等を確知することができない場合、収用委員会は、土地所有者等について不明としたまま裁決し、補償
金等を供託すること等により、土地収用手続を進めることが可能。

収用委員会の裁決手続 土地所有者等不明の場合

法第36条

法第40条

法第42条

法第48条等

法第95条
26



○起業者が作成する裁決申請書類の記載内容が不十分。○起業者が作成する裁決申請書類の記載内容が不十分。

○土地の境界・所有者不明、相続に伴う権利者の変動等
により権利関係が複雑。

○土地の境界・所有者不明、相続に伴う権利者の変動等
により権利関係が複雑。

○裁決申請書の作成上の留意点をマニュアルとして整理し、必要に応じて
起業者からの申請前の相談に応じるなど起業者の裁決申請書類の作成
面での支援を実施。

○裁決申請書の作成上の留意点をマニュアルとして整理し、必要に応じて
起業者からの申請前の相談に応じるなど起業者の裁決申請書類の作成
面での支援を実施。

○起業者において、相続関係等の権利関係について可能な限り幅広に調
査をしておく。

○起業者において、相続関係等の権利関係について可能な限り幅広に調
査をしておく。

○現地調査や鑑定を何度も実施することとならないよう、あらかじめ主張内
容を整理した上で実施。

○現地調査に指名委員や事務局職員を活用し、機動的に調査を実施。

○審理の現地開催等により、現地調査と審理を同日に開催するなど実施ス
ケジュールを工夫。

○鑑定や調査の実施について、個別の事情に応じて柔軟に要否を判断。

○現地調査や鑑定を何度も実施することとならないよう、あらかじめ主張内
容を整理した上で実施。

○現地調査に指名委員や事務局職員を活用し、機動的に調査を実施。

○審理の現地開催等により、現地調査と審理を同日に開催するなど実施ス
ケジュールを工夫。

○鑑定や調査の実施について、個別の事情に応じて柔軟に要否を判断。

○裁決書案の検討段階における意見調整方法の工夫。

○残地補償や残地収用、不明裁決等に関する判断を円滑に進めるため、
裁決事例を共有し、同様の事例を活用。

○各ブロック内の収用委員会間の連携強化。

○裁決書案の検討段階における意見調整方法の工夫。

○残地補償や残地収用、不明裁決等に関する判断を円滑に進めるため、
裁決事例を共有し、同様の事例を活用。

○各ブロック内の収用委員会間の連携強化。

考えられる対策

○各都道府県の収用委員会における裁決手続の運用状況を把握するため、平成24年度裁決の運用状況に関する調査を実施。

○調査において明らかとなった収用手続に時間を要する論点や手続迅速化のための取組についてとりまとめ、東北地方の収用委員会の連絡協議会
(9/5開催)等の場において共有し、各収用委員会における裁決手続の迅速化に向けた取組を支援。

収用委員会による裁決手続の迅速化に向けた取組の推進

裁決申請・受理

現地調査

裁 決

審 理

鑑定

手続開始決定・登記

裁決手続における論点

○起業者による前提登記（相続登記、分筆登記等）に時間
を要した。

○起業者による前提登記（相続登記、分筆登記等）に時間
を要した。

○裁決における判断事項の例
・残地について、残地補償の程度、残地収用の可否や残
地上の権利の存続を認めるか否かの判断

・移転困難・移転料多額の物件の収用の判断
・土地所有者不明等の場合の判断。

○裁決における判断事項の例
・残地について、残地補償の程度、残地収用の可否や残
地上の権利の存続を認めるか否かの判断

・移転困難・移転料多額の物件の収用の判断
・土地所有者不明等の場合の判断。

○起業者と利害関係者との間で移転先や移転方法等補
償内容の争いがあり、現地調査や不動産鑑定士による
鑑定等を行う必要があった。

○起業者と利害関係者との間で移転先や移転方法等補
償内容の争いがあり、現地調査や不動産鑑定士による
鑑定等を行う必要があった。

○手続開始決定後、速やかに登記手続が進められるよう、起業者において
収用委員会や法務局と事前に相談を行うなど準備作業を早期化。

○登記完了までの期間を活用した調査の実施等進行スケジュールの工夫。

○手続開始決定後、速やかに登記手続が進められるよう、起業者において
収用委員会や法務局と事前に相談を行うなど準備作業を早期化。

○登記完了までの期間を活用した調査の実施等進行スケジュールの工夫。

○当事者の主張内容を審理前に整理し、審理と関係のない主張を制限する
などにより、審理進行を円滑化。

○当事者の主張内容を審理前に整理し、審理と関係のない主張を制限する
などにより、審理進行を円滑化。

○審理日程の柔軟化や指名委員制度の活用により、機動的な体制で審理
を進行。

○審理日程の柔軟化や指名委員制度の活用により、機動的な体制で審理
を進行。

○関係人が事業計画に関する不満等審理に関係のない
事項を主張。

○関係人が事業計画に関する不満等審理に関係のない
事項を主張。

○委員や土地所有者等との意見・スケジュール調整。○委員や土地所有者等との意見・スケジュール調整。

27



・事業認定等に関する適期申請等については、平成１５年及び平成２１年に中央用地対策連絡協議会（以下、「中央
用対」）事務局から中央用対会員及び各地区用地対策連絡協議会あて通知等しているところ（※）。

・今般、被災地において、収用手続の活用が必要となる復興事業が増加することも想定されることから、中央用対事務
局から中央用対会員及び東北地区用地対策連絡協議会あて、事業認定の適期申請の徹底と供用開始時期を見据え
た収用手続の活用について通知する予定。
※原則として、遅くとも用地取得率が８０％又は用地幅杭の打設から３年を経た時のいずれか早い時期を経過した時までに収用手続に移行するものとした通
知

復興事業における事業認定適期申請ルールの周知等について

１．事業認定等に関する適期申請の実施について

用地取得率が小さい段階や用地幅杭の打設から間もない時期であっても、適
切な時期と判断される限り、用地進捗率８０％または幅杭の打設から３年を待た
ずに収用手続きに移行することは可能であり、望ましい措置であること。

背景・概要

２．供用開始時期を見据えた収用手続の活用

被災地においては行方不明等による不明裁決などの収用手続の活用も想定
されることから、供用開始時期等を見据えつつ、事業計画の検討段階からの事
業認定申請に向けた準備、適切な段階での裁決申請への移行など、任意での
用地取得と並行して事業認定及び裁決手続を進めることが効果的であること。

周知内容
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被災地（被災三県＋仙台市）の発注工事（土木一式工事）における入札不調の状況

平成２３年度計 平成２４年度計 平成２５年４月 平成２５年５月 平成２５年６月 平成２５年７月

発注件数 不調件数
不調

発生率
発注件数 不調件数

不調
発生率

発注件数 不調件数
不調

発生率
発注件数 不調件数

不調
発生率

発注件数 不調件数
不調

発生率
発注件数 不調件数

不調
発生率

岩手県 765 80 10% 891 127 14% 23 6 26% 17 1 6% 58 7 12% 43 5 12％

宮城県 505 139 28% 674 250 37% 11 1 9% 29 7 24% 22 6 27% 62 10 16％

福島県 1,547 214 14% 1,411 351 25% 30 12 40% 31 9 29% 62 15 24% 97 12 12％

仙台市 379 174 46% 485 242 50% 35 11 31% 19 4 21% 13 4 31% 40 10 25％

合計 3,196 607 19% 3,461 970 28% 99 30 30% 96 21 22% 155 32 21% 242 37 15％
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国土交通省における復旧・復興事業の主な施工確保対策

＜予定価格等の適切な算定＞ ＜事業のスピードアップのための市町村等の発注業務支援＞

○市町村の復興まちづくりを推進するための新たな発注方策

・ＵＲによるＣＭ方式を活用したモデル事業の実施

女川町・東松島市・陸前高田市・山田町・宮古市・大槌町・気仙沼市・南三陸町

においてＣＭＲ決定

（平成２５年９月１９日時点）

○資材連絡会・分科会等の設置・拡充

・建設資材の需要・需給の見通しを公共工事発注機関、 資材団体、建設業団体等で情報共有。必要に応じ、資材別・地区別での情報連絡会を開催（６月以降、

東北地方連絡会を１回、各地区での連絡会を６回開催）

・直轄の生コンプラントの新設、ミキサー船の活用等地域ごとの課題に 応じた安定的な供給策を検討・実施

＜資材の確保＞

＜技術者・技能者の確保＞
○復興JVの活用

・国交省、農水省、岩手県、宮城県、仙台市、石巻市で導入済 （登録件数 農水省１０、宮城県１０４、岩手県１０、仙台市６、石巻市２４）

宮城県においては１７件の工事で復興ＪＶが落札

・平成２４年１０月１０日に、復興JV適用拡大

○一人の主任技術者が管理できる近接工事等の明確化（対象工事の拡大）

○現場代理人の常駐義務の緩和及び技術者の専任を要しない期間について再周知

○実勢価格を反映した公共工事設計労務単価の設定
・通常年１回改訂する公共工事設計労務単価を３ヶ月ごとに見直し

・平成25年４月より単価を21.0%引上げ（入札不調の増加に対応し、

単価を５%引上げ（内数））

○土工とコンクリート工における復興歩掛の活用

○宿泊等に係る間接費の設計変更の導入

・労働者の確保方策に変更があった場合に必要となる間接費について、 設計変更での対応 を可能とする

・国土交通省（東北地整）・岩手県・宮城県・福島県・仙台市ともに適用

○建設資材の遠隔地からの調達に伴う設計変更の導入

・輸送費について設計変更での対応を可能とする ・国土交通省（東北地整）は設計変更の事例有 （岩手県、宮城県、福島県、仙台市ともに適用）
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛

○東日本大震災の被災３県（岩手県、宮城県、福島県）では、早期復興に向け大規模な復旧・復
興事業が推進されており、工事量の増大による資材調達不足等で、標準歩掛と施工実態とに乖
離（日当り作業量の低下）が生じている

◆日当り作業量の補正内容

①土工（掘削積込～土の敷均し・締固めまでの一連作業）【3工種】
・ダンプトラック不足等による日当り作業量の低下を確認
→日当り作業量を１０％補正

②コンクリート工【29工種】
・セメント供給不足等による日当り作業量の低下を確認
→無筋・鉄筋構造物、擁壁工などCo打設を伴う工種で日当り作業量を１０％補正

○このため、被災３県（岩手県、宮城県、福島県）における施工実態の調査を実施

○調査の結果、「土工」及び「コンクリート工」において、日当り作業量の低下を確認したため、関
係する３２工種について、標準歩掛の日当たり作業量を補正した復興歩掛を策定

※詳細は（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000024.html）

※本歩掛は、平成２５年１０月１日以降に入札する工事から適用
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被災地における専任の主任技術者の取扱い【要件緩和】

工事現場の相互の間隔が5km程度

現行の取扱い （H25.2.5付け通知）

以下に該当する場合、同一の専任の主任技術者が原則２件程度の工事を管理することができる。

工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認
められる工事

又は

施工にあたり相互に調整を要する工事

かつ

②近接した場所

B地区共同住宅建築工事

構造部材（木材）を
一括で調達

A地区
災害公営住宅
建築工事

＜適用イメージ＞

「施工にあたり相互に調整を要する工事」の適用範囲の弾
力化【＝例示の追加（建築工事でも適用）】

適用にあたっては、従来通り、安全や品質の確保等、各工事の適正な施工について、発注者が適切に判断することが必要

復興の加速化のため、東日本大震災の被災地に限り、要件の緩和を行う。（H25.9.19付け通知）

（建設業法施行令 第27条第2項）

前項に規定する建設工事のうち①密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が②同一の場所又は近接した場所
において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

工事現場の相互の間隔が10km程度の場合も適用

被災地における緩和策

（例）・２つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整を要するもの

・相当の部分の工事を同一の下請け業者で施工し、相互に工程調整を要
するもの

②近接した場所①密接な関係のある工事

①密接な関係のある工事

10km程度以内
同一の専任の
主任技術者
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生コンクリート不足対策 災害復旧事業費による仮設プラントの設置

○コンクリート二次製品や代替資材への転換

○生コンプラントの増設等
・民間事業者による生コンプラントの増設
・大量に生コンを使用する港湾・漁港工事における
ミキサー船等の活用

○原材料（砂）の調達の拡大
・海運等による地域外からの調達

・直轄ダム等に堆積した砂利を骨材として活用

新

た

な
対

策

こ
れ
ま
で
の
対
策

・発注者と生コン供給事業者が、複数の災害復旧工事への生コン供給（量・期間・単価等）について、協定を締結

・工事受注者は、協定に基づき生コン供給事業者から生コンを購入

・事業完了後は、プラントを撤去

災害復旧工事向け生コンクリート仮設プラント（宮城県）

これらの対策をもってしても、

現在、地域によっては、
需要量が供給能力を超過

このままでは、復興事業の進捗
への影響が懸念

ミキサー船

コンクリート
二次製品の
設置状況

■スキームのポイント

・「需要見通しが不透明」という事業リスクを除去

・既存プラントからの需要量を減少させることにより、地域全体の需給バラ
ンスを緩和し、供給を円滑化

・所管官庁が異なる複数の事業・発注者が参加することにより、プラントを
最大限活用

【プラント概要】
・宮城県気仙沼市、石巻市等に計４基設置、
平成２７年度まで稼働予定

・プラント１基ごとに、１０～２０箇所の災害復旧工事
（道路・河川・海岸・漁港等）を指定
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平成２８年３月３１日まで延長

１ 被災地拠点
① 睡眠に必要な施設の確保
② 車両置場の確保
③ 点呼の実施

２ 運行管理等
① 運行管理・車両管理は配車元営業所の責任
② 点呼方法は次のいずれかを実施
ア 運行管理者又は補助者による対面点呼
イ ＩＴ点呼

（配車元営業所がＧマーク営業所の場合）
ウ ア及びイのいずれも困難な場合

配車元営業所の運行管理者等との電話点呼の都度、
申し合わせがなされている他の自動車運送事業者の
補助者の選任要件を満たす者により当該運転者の疾
病等の状態について、対面による確認を受ける。

③ 日常・定期点検整備の実施
④ 配車車両に係る記録の保存
⑤ 業務の処理方法について運行管理規程等に明記

特例を受けるための要件特例を受けるための要件

※ 配車先の被災地拠点を管轄する運輸支局（岩手・宮城・福
島）においては、毎年度末に届出事業者から自主点検表を提
出させ、輸送の安全確保等に係る確認を行い要件の徹底・周
知を図る。

万が一、法令違反等が認められた場合は、
①配車元営業所を管轄する運輸支局等と連携し、必要な措置を講じる。
②配車元営業所を管轄する運輸支局等は、法令違反の事実が確認され
た場合は監査等を行い、必要な措置を講じる。

本特例措置は、平成２３年９月１３日から１年間の取扱いとして施行され、その
後、平成２４年９月に延長を行い、平成２５年９月１２日まで延長している。

貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において
事業活動を行うための特例措置の延長について

原 則

特例による取扱い

貨物自動車運送事業の運転者の勤務時間等に係る基準に関し、貨
物自動車運送事業者が、車両及び運転者を所属営業所から臨時的
に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行
おうとする場合の特例を延長する。
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ＵＲによるＣＭ方式を活用した復興まちづくりモデル事業の概要

【メリット】

１．市町村（ＵＲ）は、１回の発注で、複数地区の調査、設計、工事施工までの契約が可能
・個別地区の発注、個別地区間の調整などの本来発注者が行うべき業務をＣＭＲが実施。

２．民間の知恵を生かして復興まちづくり事業のスピードアップ
・調査・設計と工事施工を一括で１つの発注とすることで、設計のできた所から施工を開始することが可能。

３．建設業者等の選定において地元企業の優先活用が可能

・市町村の意向を踏まえた一定の優先条件（女川町の例：①女川町内に本店②宮城県東部土木事務所管内に本店、③宮城県内に本店）に従って下請建設業者を選定し、
承認を得た上で、契約。

・活用可能な地元企業がいない場合には、市町村の了承の上でゼネコンの全国的な調達力を活用し、事業を滞らせることなく進めることが可能。
４．地元下請建設業者等に対する支払いを透明化し、下請へのしわ寄せの防止が可能

・市町村（ＵＲ）とＣＭＲとの契約は、設計・工事等に要したコスト（業務原価）とコストに一定割合（１０％程度を目安）を乗じたフィー（報酬）を加えた額を支払い。
・ＣＭＲから施工企業への支払い額（コスト）を市町村（ＵＲ）に対し、開示し、それを第三者・ＵＲがチェックする方式（オープンブック方式）を採用。

ＣＭ契約（請負）・・・公募プロポーザル（技術審査）＋価格交渉

ＣＭＲ（コンストラクションマネージャー）
工事の施工に係る調整、設計や施工方法の提案、施工に関するマネジメントを実施

大規模な土木工事の実績を
有する建設会社を想定。

ＵＲ
業務全般（工事・事業計画・換地・補償）の総合調整等

市町村
（事業主体）

計画、事業委託

・・・・・・

地
盤
調
査
等

詳
細
設
計

建
設
業
者

（
地
元
活
用
）

建
設
業
者

（
地
元
活
用
）

Ａ地区 Ｂ地区

（早期整備エリア）

・・・・・・

地
盤
調
査
等

測
量
等

建
設
業
者

建
設
業
者

（
地
域
外
と
の
Ｊ

Ｖ
）

詳
細
設
計

建
設
業
者

（
地
元
活
用
）

Ｃ地区

（工事施工）（調査・設計）

基
本
設
計

建
設
業
者

（調査・設計）

建
設
業
者

（次期整備エリア）

（工事施工）

Ｄ地区 Ｅ地区

＜契約者決定＞
① 宮城県女川町（中心市街地、離半島部）
② 宮城県東松島市（野蒜地区）
③ 岩手県陸前高田市（高田、今泉地区）
④ 岩手県山田町（織笠、山田地区）
⑤ 岩手県宮古市（田老地区）
⑥ 岩手県大槌町（町方地区）
⑦ 宮城県気仙沼市（鹿折、南気仙沼地区）
⑧ 宮城県南三陸町（志津川地区）

＜公募手続中＞
①岩手県大船渡市（大船渡駅前周辺地区）
②岩手県釜石市（片岸、鵜住居地区）
③岩手県山田町（大沢地区）
④福島県いわき市（薄磯、豊間地区）
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大規模な土木工事
の実績を有する
建設会社を想定。

（事業主体）

建
設
業
者

（
地
元
活
用
）

Ａ地区 Ｂ地区

建
設
業
者

（
地
域
外
と
の
Ｊ
Ｖ
）

Ｃ地区

建
設
業
者

建
設
業
者

（
地
元
活
用
）

（防集事業）

・・・・・・

建
設
業
者

（
地
元
活
用
）

②-２ ＣＭ契約（請負）→公募プロポ＋価格交渉

地
盤
調
査
等

詳
細
設
計

測
量
等

（調査・設計）

① ＣＭＲに、地元企業を優先して活用することを義務付け ② オープンブック方式の活用
③ コスト＆フィーの採用 ④ ＶＥ方式の採用

管理ＣＭＲ

設計施工ＣＭＲとの事業調整

実施設計審査、施工管理支援

（ 工 事 施 工 ）

ＵＲ
（発注者支援）

管理ＣＭＲの選定、監督 設計施工ＣＭＲの選定 、 価格交渉
②-１
ＣＭ契約

工事の施工に係る調整、設計や施工方法の提案、施工に関するマネジメントを実施

設計施工ＣＭＲ

市町村
（事業主体）

○管理ＣＭＲとして、建設コンサルタントが参画する方式 被災地広範に活用する事が可能
○大槌町でモデル的に実施し、今後、市町村の要望に応じて拡大
○今後、復興庁と連携して、本方式を含め市町村の要望を把握

①発注支援協定

○対象地区
大槌町浪板地区、吉里吉里地区、赤浜地区、安渡地区及び小枕・伸松地区

○選定スケジュール
・管理ＣＭＲ 契約者決定 H25.8.16
・設計施工ＣＭＲ 契約者決定 H25.9.18

大規模な土木工事
の実績を有する
建設会社を想定。

建設コンサルタント
を想定。

ＣＭ方式（大槌町方式）の導入
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被災地の災害公営住宅建設の施工確保への対策

災害公営住宅の分野に係る情報連絡会を設置し、建築資材の需給の見通しや技術者

や技能者等の人材の確保等について、関係者間で情報共有を図り、資材、人材等の安定

確保を図る（９月６日に開催） 。

災害公営住宅について、関係者による情報連絡会を設置

被災地における建築工事費の上昇を踏まえ、被災３県の標準建設費について、主体附

帯工事費を１５％増額するとともに、工期の短縮等による工事費の上昇等に対応するため

特例加算を追加（９月１日に施行）。

災害公営住宅に係る補助上限額（標準建設費）を引上げ

被災市町村からの要請を受け、復興まちづくり事業支援のため、被災地に316名のＵＲ

職員を派遣（8月19日現在）。今後も要請に応じて、さらに派遣人員増等により支援を強化。

ＵＲによる一層の支援
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災害公営住宅の整備状況

現時点の供給計画及び整備状況（H25. 8.31現在）

※ 福島県については、原子力災害による避難者向けの災害公営住宅として、概ね３，７００戸を供給予定（第一次整備計画 H25.6.14)
地震、津波被災者向けの災害公営住宅の供給計画は未定。

県名 供給計画

整備状況

用地確保
うち設計着手

うち工事着手
うち工事完了

３県合計 255 地区 13,822 戸 196 地区 11,562 戸 76 地区 3,720 戸 22 地区 448 戸

岩手県・宮城県 21,539戸 211 地区 11,472 戸 (53.3%) 160 地区 9,378 戸 (43.5%) 57 地区 2,516 戸 (11.7%) 18 地区 368 戸 (1.7%)

岩手県 6,097戸 76 地区 3,034 戸 (49.8%) 59 地区 2,405戸 (39.4%) 26 地区 912戸 (15.0%) 9 地区 251戸 (4.1%)

宮城県 15,442戸 135 地区 8,438 戸 (54.6%) 101 地区 6,973戸 (45.2%) 31 地区 1,604戸 (10.4%) 9 地区 117戸 (0.8%)

福島県 ※ 44 地区 2,350 戸 36 地区 2,184戸 19 地区 1,204戸 4 地区 80戸
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災害公営住宅整備に係る資材対策等に関する情報連絡会の設置について

≪目的≫ 災害公営住宅の整備に係る建築資材の需給の見通し等について、関係者間で情報共有を図り、

円滑な施工の確保に寄与することを目的とする。

○ 開催場所 東北地方整備局（仙台市）
○ 開催時期 H25年9月6日（金）

○ 建設業者団体等からの主な意見
・資材では特に生コンの供給がひっ迫している。
・専任の主任技術者の兼務の範囲や距離要件を緩和してほしい。

○ 発注に係るこれまでの主な取組み
・ＲＣ造で、生コンや現場の職人数を削減できるプレキャスト工法等を採用。
・単価改訂の頻度増など、予定価格を的確に設定。

主な意見 等

国土交通省からの提供資料

○ 各地域（県等）ごとに発注者、受注者で十分に連携し、対応等を深める。
○ 生コンの供給者側に、優先供給を要請する。
○ 専任の主任技術者の兼務の要件については、9月19日付で緩和。

今後の対応

メンバー

○ 岩手県 県土整備部 ○ 宮城県 土木部
○ 福島県 土木部 ○ 仙台市 都市整備局

○ 東北建設業協会連合会
○（一社）日本建設業連合会 東北支部

○（一社）住宅生産団体連合会
○ 岩手県地域型復興住宅推進協議会
○ 宮城県地域型復興住宅推進協議会
○ 福島県地域型復興住宅推進協議会
○（独）都市再生機構 ○ 東北地方整備局 建政部

発注機関

関係機関

建設業者団体

○ 国土交通省 住宅局 住宅総合整備課
○ 国土交通省 住宅生産課
○ 国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
○ 国土交通省 東北地方整備局 企画部、営繕部
（事務局：東北地方整備局 建政部 都市・住宅整備課）
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○被災３県における災害公営住宅の工事実施の見通し （平成25年8月31日時点）

（国土交通省調査）

見通し

平成25年度後半から26年度にかけて工事が集中

各
四
半
期
中
の
工
事
戸
数
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公営住宅整備に係る補助限度額について

公営住宅の補助対象費用の限度額は、標準的な住宅を基本とし、特別な工事については加算することによ
り算出。
 標準建設費は、住宅の立地条件・構造・階数に応じ、毎年度の価格変動を反映して国土交通大臣が定める。
 特別な工事を行うなど通常よりも費用を要する場合は、その工事内容に対して、一定額の加算を措置。

立地条件・構造・階数等により
決定される金額

（主体附帯工事費）
特例加算

【立地条件】仙台市（多雪寒冷地域）【構造】中層耐火構造・片廊下型 【階数】３階建

1,434
万円/戸

最大
1703.5
万円/戸

主体附帯
工事費

標準建設費

標準建設費とは

被災地における標準建設費の見直し

躯体工事費等の
単価上昇分

躯体工事費等の
単価上昇分

特例加算

太陽光発電
設備工事等
太陽光発電
設備工事等

1,434
万円/戸

主体附帯
工事費 特例加算

太陽光発電
設備工事等
太陽光発電
設備工事等

躯体工事費
等の

単価上昇分

269.5万円

最大
2,188
万円/戸

標準建設費

269.5万円215万円

従前

見直し後

（現在の工事費上昇に対応した
15%分の嵩上げ）

269.5万円

特例加算

追加の性能
向上等に対応

（その他特殊事情による
工事費上昇等に対応）

※9月１日
施行

※9月１日
施行
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岩手県

◎盛岡

岩手震災復興支援局
（75名）

大槌町
（10名）

山田町
（10名）

野田村
（1名）

宮古市
（9名）

大船渡市
（8名）

釜石市
（9名）※

陸前高田市
（12名）

※市への出向者
1名を含む。

○個別地区の事業推進〔151名〕

・現地（12市町）に復興支援事務所を設置・・・・

（面整備事業、住宅計画を実施）

・コーディネート業務を受託し専任職員を配置・・・・

・復興住宅工事事務所（2事務所）を設置・・・・・

（住宅工事監理を実施）

○地方公共団体への職員派遣〔4名〕

派遣要望のあった１県２市に職員を派遣・・・・

○震災復興支援局〔161名〕

復興支援事務所と共に災害公営住宅の整備・面整備事業を推進

・岩手震災復興支援局（盛岡） 〔75名〕

・宮城・福島震災復興支援局（仙台）〔86名〕

合計 ３１６名

県市
（人数）

市町
（人数）

市町村
（人数）

工事事務所
（人数）

宮城県

宮城・福島
震災復興支援局
（86名）

南三陸町
（11名）

仙台◎
石巻市

（11名）※

東松島市
（10名）

女川町
（21名）

気仙沼市
（15名）

※市への出向者1名
を含む。

福島県

いわき市
（10名）

福島◎

福島県
（2名）※ ※県への出向

岩手復興住宅
工事事務所
（6名）

（拠点：釜石市）

宮城･福島復興
住宅工事事務所
（10名）

（拠点：仙台市）

都市再生機構の現地復興支援体制（平25.9.1現在）
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災害公営住宅に係るＵＲによる支援

○ 支援の現状

県名 市町村 地区数 戸数

岩手県 ５市町 （釜石市、大槌町、陸前高田市、大船渡市、山田町） １７地区 519戸程度

宮城県
８市町 （塩竃市、多賀城市、女川町、南三陸町、石巻市、

気仙沼市、東松島市、名取市）
２５地区 2,207戸程度

福島県 ２町 （新地町、桑折町） ２地区 77戸程度

合 計 １５市町 ４４地区 2,804戸程度

○ 今後の見通し

岩手県
合計 約 6,100戸

宮城県
合計 約 15,400戸

福島県
全体計画は未定

県 約5,000戸
（市町からの受託が中心）

仙台市
3,000戸

その他
市町

約7,400戸

うち ＵＲ
4,000～5,000戸

程度

県
約2,900戸

市町村
約3,200戸

うち ＵＲ
1,600戸程度

市町村等から要請を受けＵＲが建設に取り組んでいる戸数等

※ 福島県については、原子力災害による避難者向けの災害公営住宅として、
概ね３，７００戸を供給予定（第一次整備計画 H25.6.14)

※ 地震、津波被災者向けの災害公営住宅の供給計画は未定。

42



大槌町大ケ口地区（災害公営住宅）

・所在地 ：岩手県大槌町大ケ口
・敷地面積 ：約1.2ha
・構造階数 ：木造長屋 1～2階建

・戸数･間取：70戸 1DK 27戸、2DK 13戸、2DK（車椅子対応）4戸
3DK 20戸、4DK 6戸

・スケジュール：平成24年4月 町がＵＲに建設要請
平成24年度着工、平成25年8月完成

・事業主体 ：大槌町
（町から要請を受けたURが建設し、町が買取り）

・ＵＲが大槌町から要請を受け、設計※・施工一括発注により工期短縮に努め、町内で最初に完成。
ＵＲは9月末現在、15市町村から要請を受け、計2,804戸の建設に順次取組み中。 ※実施設計

・町からの要望に沿って、地元産材を活用し、伝統的な景観やコミュニティを形成する復興のシンボル
となる住宅を整備。

地図使用承認©昭文社第53G125号

大ケ口地区

大槌湾

大槌駅
（休止中）

大槌町役場
（移転中）

コミュニティ広場

親水公園

既存市街地

町の中心部

集会所

（住棟（右側）、集会所（左側）と広場）
（配置計画）

お が く ち
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加速化措置＜住宅再建＞
主な対応方針 施策の具体的内容 関係通知等 周知状況

実現及び加速化
のための措置を
実施

入札契約方式の効率的選択について自治体へ周
知

平成25年4月3日付
「住宅再建・まちづくりの復
興事業に係る所在不明者
等の場合の用地取得迅速
化及び入札手続きの早期
化について」

地方公共団体に通知し、
復興庁HPに掲載すると
ともに、関係会議にお
いて周知。

土地区画整理事業における起工承諾による工事
着手の周知

平成25年3月11日付国都
市第312号
「津波被災市街地におけ
る土地区画整理事業の早
期工事着手等に向けた方
策について」

地方公共団体に通知し、
復興庁HPに掲載すると
ともに、関係会議にお
いて周知。

防災集団移転促進事業における土地取得困難地
での計画変更手続きの簡素化及び周知

平成25年3月27日付国都
安第183号
「集団移転促進事業計画
の軽微な変更の取り扱い
について」

地方公共団体に通知し、
復興庁HPに掲載すると
ともに、関係会議にお
いて周知。
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加速化措置＜用地取得 、埋蔵文化財発掘調査＞
主な対応方針 施策の具体的内容 関係通知等 周知状況

土地収用手続きの
迅速化

事業認定手続きにおける審査期間の短縮（3カ月→2カ
月以内）

平成25年4月5日付国
総収第200号
「東日本大震災の被
災地における土地収
用制度の活用につい
て」

地方公共団体等に通
知し、復興庁HPに掲
載するとともに、関係
会議において周知。

国交省職員による実務研修の実施 平成25年4月5日付国
総収第199号
「東日本大震災の被
災地における土地収
用制度の活用につい
て」

地方公共団体等に通
知し、復興庁HPに掲
載するとともに、関係
会議において周知。

土地収用法上の事前説明会と他の説明会の開催を兼
ねることによる効率化

収用裁決手続きにおける指名委員制度の活用及び事
務局体制の強化等

平成25年4月5日付国
総収第201号
「東日本大震災の被
災地における土地収
用制度の活用につい
て」

被災３県の各収用委
員会に通知し、復興
庁HPに掲載するとと
もに、関係会議にお
いて周知。

発掘調査の
迅速化

防災集団移転促進事業大臣同意前に調査実施可能
であることの周知。
仮換地の前でも地権者同意があれば、順次工事着手

平成25年3月15日
「東日本大震災の復
興に伴う防災集団移
転促進事業における
埋蔵文化財発掘調査
の実施に関する取扱
いについて」

地方公共団体に通知
し、復興庁HPに掲載
するとともに、関係会
議において周知。
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加速化措置＜人員不足＞

主な対応
方針

施策の具体的内容 関係通知等 周知状況

広域的な人
材の確保

被災地と被災地以外の建設企業が共同
する復興JVの導入

平成24年10月10日付国土入企
第19号
「復旧・復興建設工事における共
同企業体の葉面の取り扱いにつ
いて」

平成25年9月19日付国土入企第
11号
「東日本大震災の復旧・復興事
業における施工確保対策の周知
徹底について」（再周知）

地方公共団体に通知し、国土交通
省ＨＰに施工確保対策一覧を掲載
するとともに、関係会議において周
知（9月19日付けで再周知）。

人材の広域調達に伴う増加費用の精算
払い

平成24年6月28日付国土入企第
10号
「東日本大震災の復旧・復興にお
ける積算方法等に関する施行に
ついて」

平成25年3月8日付総行行第43
号、国土入企第34号
「公共工事の迅速かつ円滑な施
工確保について」

平成25年9月19日付国土入企第
11号
「東日本大震災の復旧・復興事
業における施工確保対策の周知
徹底について」（再周知）

地方公共団体に通知し、国土交通
省ＨＰに施工確保対策一覧を掲載
するとともに、関係会議において周
知（9月19日付けで再周知）。
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加速化措置＜人員不足＞

主な対応方針 施策の具体的内容 関係通知等 周知状況

人材の効率的な
活用

発注ロットの大型化 平成24年6月28日付国土入企第
10号
「東日本大震災の復旧・復興にお
ける積算方法等に関する施行に
ついて」

平成25年9月19日付国土入企第
11号
「東日本大震災の復旧・復興事業
における施工確保対策の周知徹
底について」（再周知）

地方公共団体に通知し、国土交通省ＨＰ
に施工確保対策一覧を掲載するとともに、
関係会議において周知（9月19日付けで
再周知）。

5km以内の工事間での技
術者の兼任を可能とする配
置基準の緩和

平成25年2月5日付国土建348号
「建設工事の技術者の専任等に
係る取扱いについて」

平成25年2月5日付国土建348号
「建設工事の技術者の専任等に
係る取扱いについて」

地方公共団体に通知し、国土交通省ＨＰ
に掲載するとともに、関係会議において
周知。

被災地域において、10km
以内の工事間での技術者
の兼任を可能とする配置基
準の緩和

平成25年9月19日付国土建162号
東日本大震災の被災地における
「建設工事の技術者の専任等に
係る取扱いについて」の運用につ
いて

平成25年9月19日付国土入企第
11号
「東日本大震災の復旧・復興事業
における施工確保対策の周知徹
底について」（再周知）

地方公共団体に通知し、国土交通省ＨＰ
に施工確保対策一覧を掲載するとともに、
関係会議において周知（9月19日付けで
再周知）。

47



加速化措置＜資材不足、発注者支援＞

主な対応方針 施策の具体的内容 関係通知等 周知状況

供給体制の拡充 遠隔地からの資材調達に伴う増加費用の精算払い、
港で骨材を荷揚げする施設や仮置き場所拡大

平成24年6月28日付国土
入企第10号
「東日本大震災の復旧・
復興における積算方法
等に関する施行につい
て」

平成25年3月8日付総行
行第43号、国土入企第
34号
「公共工事の迅速かつ円
滑な施工確保について」

平成25年9月19日付国土
入企第11号
「東日本大震災の復旧・
復興事業における施工
確保対策の周知徹底に
ついて」（再周知）

地方公共団体に通知
し、国土交通省ＨＰに
施工確保対策一覧を
掲載するとともに、関
係会議において周知
（9月19日付けで再周
知）。

発注者の負担
軽減

複数地区の設計業務と工事を一括して発注するCM
方式の導入（アットリスク型、アットリスク＋ピュア型
等）

平成25年9月19日付国土
入企第11号
「東日本大震災の復旧・
復興事業における施工
確保対策の周知徹底に
ついて」（再周知）

地方公共団体に通知
し、国土交通省ＨＰに
施工確保対策一覧を
掲載するとともに、関
係会議において周知
（9月19日付けで再周
知）。
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加速化措置＜適正な契約＞

主な対応方針 施策の具体的内容 関係通知等 周知状況

実勢価格の契約価
格への適切な反映

公共工事設計労務単価の改訂 平成25年9月19日付国土入
企第11号
「東日本大震災の復旧・復
興事業における施工確保
対策の周知徹底について」
（再周知）

地方公共団体に通知し、
国土交通省ＨＰに施工確
保対策一覧を掲載すると
ともに、関係会議におい
て周知（9月19日付けで
再周知）。

人材や資材の広域調達等に伴う増加費用の精
算払い

平成24年6月28日付国土入
企第10号
「東日本大震災の復旧・復
興における積算方法等に関
する施行について」

平成25年3月8日付総行行
第43号、国土入企第34号
「公共工事の迅速かつ円滑
な施工確保について」

平成25年9月12日付国総公
第60号の2
「東日本大震災の被災地で
適用する土木工事標準歩
掛について」

平成25年9月19日付国土入
企第11号
「東日本大震災の復旧・復
興事業における施工確保
対策の周知徹底について」
（再周知）

地方公共団体に通知し、
国土交通省ＨＰに施工確
保対策一覧を掲載すると
ともに、関係会議におい
て周知（9月19日付けで
再周知）。
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加速化措置＜適正な契約＞

主な対応方針 施策の具体的内容 関係通知等 周知状況

実勢価格の契約価
格への適切な反映

被災３県における標準建設費の見直し 平成25年８月30日国住備第
135号等「平成25年度にお
ける住宅局所管事業に係る
標準建設費等について」

地方公共団体に通知し、
国土交通省ＨＰに掲載す
るとともに、9月上旬に各
地方公共団体に対し説
明会を実施。
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・東日本大震災の被災市町村が、集団移転促進事業を進めるために移転元の農地を買う場合、従来は農地
として復旧するか、転用するかといった土地利用計画を明示して農地法の許可を受けることが必要であった。

・地元からの要請を受けて本年２月４日に省令改正を行い、市町村は農地法の許可なく農地を買い取ること
ができるよう措置。９月10日現在で３県15市町において農地の買取が進んでいる状況。

集団移転促進事業に関する規制緩和

県名 市町村名 改正前 H25.3.11 H25.6.11 H25.9.10

福島県

いわき市 - - - 1.10 

相馬市 - - 1.47 16.40 

南相馬市 1.57 1.57 1.57 1.57 

新地町 - 11.10 13.00 13.60 

宮城県

仙台市 - 1.10 3.81 7.00 

名取市 - - - 3.39 

岩沼市 - 25.50 35.70 38.00 

東松島市 - 5.80 9.56 9.56 

亘理町 - 0.70 3.50 3.50 

七ヶ浜町 - - - 1.15 

女川町 - - 0.03 0.03 

岩手県

宮古市 - - - 0.78 

陸前高田市 - - - 6.70 

大槌町 - - 0.82 1.70 

山田町 - - 0.29 0.60 

計 1.57 45.77 69.75 105.08 

省令改正前後における移転元農地の市町村別
買取状況（契約ベース）

集団移転促進事業に係る移転元地の買取実績

（単位：ha）

改正前 H25.3.11 H25.6.11 H25.9.10

面積 1.57 45.77 69.75 105.08

市町村数 1 6 10 15

0

5

10

15

20

0

20

40

60

80

100

120

（ha） （市町村）

※数字は各時点での合計

※農林水産省調べ。買取面積は各市町村へ聞き取りにて確認
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事業実施前 事業実施後

農山漁村地域復興基盤整備事業
で宅地跡地を特定用途地(非農用
地)として換地

↓
防災集団移転促進事業による宅地
造成後分譲予定

宮城県南三陸町「西戸川工区」では、復興交付金を活用して
「農地整備事業」と「防災集団移転促進事業」を一体的に実施し、
住宅地の移転に必要な用地の創出や、移転跡地を含めた農地
整備を行うことにより、農業農村整備事業の事業期間が短縮す
るとともに、効率的な土地利用を実現。

さ い ど が わ

○ 防災集団移転促進事業と連携して農業農村整備事業を実施し、高台への集団移転と併せて、
移転跡地を含めた農地整備を行うことにより、地域の復興を加速化。

○ 農業農村整備事業によって、移転跡地を含め農地を復旧、大区画化すると同時に、農地に囲ま
れた宅地の集約を１３市町で計画中。このうち、石巻市の２地区(大川地区、北上地区)において工
事に着手。

農業農村整備事業と防災集団移転促進事業の連携について

県名 市町村名 地区名

岩手県 宮古市 宮古地区

宮城県 南三陸町 南三陸地区（西戸川工区）

石巻市 牡鹿地区、大川地区、北上地区

七ヶ浜町 七ヶ浜地区

気仙沼市 気仙沼地区

山元町 磯地区、山元東部地区

亘理町 亘理地区

東松島市 西矢本地区

仙台市 名取地区、岩沼地区

名取市

岩沼市

福島県 南相馬市 原町東地区、右田・海老地区
真野地区

南相馬市 八沢地区

相馬市

３県 １３市町 １７地区

南三陸町の例

53



漁業集落の移転跡地における水産関係用地等の整備

○ 住宅の高台移転に伴い、漁業者がこれまで自宅敷地等で行っていた漁具の保管や作業用の用地が不足

○ このため必要となる水産関係用地を、漁港背後の低地部に漁業集落防災機能強化事業により整備

○ 併せて必要となる集落道、災害時の安全性確保のための避難路等を同事業により整備

○ 岩手県南部～宮城県北部の移転跡地を中心に、１００地区以上で実施予定

倉庫

漁港・漁港施設用地 民有地

漁具

課 題

・住宅の高台移転が進む一方で、漁業の継続のために必要な
低地部における漁具の保管や作業用の用地が不足

漁業集落防災機能強化事業による整備

高台移転地

家屋
（高台移転先）

移転促進区域・
災害危険区域

防潮堤

・必要となる水産関係用地を漁港背後の低地部に整備
（高台造成の切土の一部流用を想定）

・併せて必要となる集落道や災害時の安全性確保のための
避難路等を整備

これまで自宅敷地等
で行っていた漁具の
保管や作業用の用地
を確保する必要 漁港

移転

移転前
（被災前）

移転後

家屋

高台切土の低地整備への流用（施工中）

漁業集落防災機能強化事業による整備

漁業活動等に必要な集落道
の整備

迅速な避難が可能な避難路
の整備

漁業者数、漁業形態に応じた
所要の水産関係用地（共同
利用を想定）の整備

集落低地部の現況

高台移転先の宅地整備
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